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雑 jj

報:: 

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
七
年
九
月
二
六
日
(
火
)
二
時
半
よ
り

「
ド
イ
ツ
企
業
結
合
法
の
基
本
的
性
格
」

報
告
者

ユ
ル
ゲ
ン
・
ク
ン
ツ

出
席
者

一
三
一
名

本
報
告
の
内
容
は
別
稿
に
て
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

O
平
成
七
年
九
月
二
九
日
(
金
)
一
時
半
よ
り

寸
法
的
類
推
の
抽
象
化
に
基
づ
く
分
析

l
l
人
工
知
能
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

l

|」

報

告

者

誠

氏

(
北
海
道
大
学
工
学
部
教
授
)

出

席

者

二

ハ

名

原

口

氏

書
か
れ
た
知
識
は
常
に
不
完
全
で
あ
り
、
変
遷
す
る
時
代
や
技
術
の
変

化
に
対
応
で
き
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
ο

現
代
の
計
数
型
計
算
機
に
知

識
を
搭
載
し
、
そ
の
推
論
パ
ワ
ー
に
よ
っ
て
知
識
情
報
処
理
を
行
な
う
人

工
知
能
や
知
識
工
学
に
お
い
て
も
、
知
識
の
不
完
全
性
問
題
か
ら
逃
れ
る

十
分
な
術
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
、
現
実
の
複
雑
な
紛
争

解
決
を
行
う
べ
き
法
律
に
お
い
て
も
、
社
会
や
意
識
の
変
化
に
伴
い
、
条

文
を
「
現
在
」
の
事
例
に
適
用
す
る
た
め
の
解
釈
が
常
に
必
要
と
な
る
の

も
事
実
で
あ
ろ
う
。
解
釈
さ
れ
た
条
文
は
条
文
の
適
用
範
囲
を
広
げ
、
法

の
欠
鉄
を
補
う
効
果
を
持
つ
。
か
く
し
て
、
法
律
学
の
解
釈
問
題
と
人
工

知
能
に
お
け
る
知
識
の
不
完
全
性
問
題
は
あ
る
意
味
で
同
一
の
問
題
点
を

共
有
し
、
し
た
が
っ
て
、
法
律
学
の
立
場
か
ら
知
識
ベ

l
ス
の
不
完
全
性

問
題
を
、
あ
る
い
は
逆
に
、
人
工
知
能
の
立
場
か
ら
条
文
の
解
釈
問
題
を

論
じ
る
こ
と
は
十
分
に
意
義
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。
本
報
告
で
は
、
こ
う

し
た
観
点
か
ら
、
特
に
類
推
解
釈
を
現
代
の
知
識
情
報
処
理
技
術
に
よ
っ

て
扱
う
可
能
性
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

民
法
九
四
条
第
二
項
の
類
推
適
用

法
律
条
文
の
類
推
適
用
を
模
倣
す
る
計
算
機
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
目

的
で
、
民
法
九
四
条
第
二
項
の
類
推
適
用
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
、

条
文
お
よ
び
関
連
知
識
は
、
通
常
の
論
理
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
、
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報

要
件
部
の
汎
化
に
よ
っ
て
中
間
仮
説
を
生
成
す
る
方
式
を
与
え
た
。
技
法

的
に
述
べ
れ
ば
、
機
械
学
習
の
分
野
で
知
ら
れ
て
い
る
ル

1
ル
汎
化
操
作

に
よ
り
汎
化
規
則
を
生
成
し
、
さ
ら
に
汎
化
規
則
を
演
縁
的
に
適
用
す
る
。

民
法
九
四
条
の
場
合
は
、
法
律
行
為
の
意
思
表
示
概
念
を
、
不
動
産
の
移

転
登
記
を
含
む
適
法
行
為
概
念
に
汎
化
し
、
こ
れ
を
移
転
登
記
の
問
題
に

適
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
方
式
の
長
所
と
し
て
は
、
領
域

知
識
、
す
な
わ
ち
、
条
文
と
関
連
し
た
知
識
が
十
分
記
述
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
原
理
的
な
類
似
性
判
定
能
力
は
高
い
が
、
反
面
、
条
文
や
類
推
適

用
の
対
象
と
な
る
事
例
と
は
無
関
係
な
類
似
性
す
ら
も
妥
当
な
類
似
性
と

見
な
す
危
険
性
を
秘
め
て
い
る
。

雑

概
念
階
層
に
基
づ
く
類
推

前
節
の
類
推
方
式
が
有
す
る
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
に
、
法
的
な
概

念
階
層
を
陽
に
利
用
す
る
方
式
に
進
化
さ
せ
た
も
の
が
、
「
概
念
階
層
に

基
づ
く
類
推
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
概
念
を
論
理
学
で
い
う
「
型
」
に

翻
訳
し
、
全
て
の
条
文
や
関
連
知
識
は
、
型
情
報
を
伴
う
演
鐸
的
規
則
と

し
て
記
述
さ
れ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
行
為
、
契
約
等
の
法
律

概
念
は
全
て
型
と
し
て
扱
わ
れ
、
法
律
行
為
に
関
す
る
規
範
は
、
型
と
し

て
の
法
律
行
為
に
束
縛
さ
れ
た
ル

l
ル
と
し
て
記
述
す
る
。
こ
う
し
た
表

現
上
の
仮
定
の
も
と
に
、
類
推
は
型
制
約
を
概
念
(
型
)
階
層
に
沿
っ
て

緩
和
さ
せ
る
操
作
と
し
て
実
装
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
型
「
法
律
行
為
」

に
束
縛
さ
れ
た
ル

l
ル
を
よ
り
一
般
的
な
型
「
適
法
行
為
」
に
束
縛
す
る

新
ル

1
ル
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
型
情
報
の
緩
和
を
試
み
る
こ
と

に
な
る
。
前
節
の
類
推
方
式
と
比
較
す
れ
ば
、
型
に
よ
る
強
い
制
御
を
課

し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
類
推
結
果
の
正
当
性
も
あ
る

程
度
は
保
証
で
き
る
。
反
面
、
前
節
の
方
式
に
比
べ
れ
ば
、
類
推
の
寸
自

由
度
」
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
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関
連
性
の
推
論
と
類
推

一
の
類
推
方
式
で
は
、
類
推
の
「
自
由
度
L

を
優
先
さ
せ
、

の
そ
れ
は
、
類
推
の
「
自
由
度
」
を
あ
る
程
度
制
限
し
、
結
果
の
正
当
性

の
論
拠
を
強
化
す
る
方
式
で
あ
る
と
一
雪
=

も
の
と
し
て
は
一
般
に
相
反
す
る
要
請
で
あ
る
「
自
由
度
」
と
「
正
当
性
」

を
旨
く
調
和
さ
せ
、
か
っ
、
計
算
論
的
に
も
妥
当
な
類
推
方
式
を
設
計
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
可
能
な
汎
化
が
所
与
の
規
範
や
事
例

と
ど
れ
程
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
の
計
算
論
的
な
装

置
を
人
工
知
能
が
提
供
で
き
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
本
報
告
で
は

そ
う
し
た
装
置
の
一
つ
の
候
補
と
し
て
、
「
抽
象
化
に
基
づ
く
類
推
」
に

つ
い
て
報
告
し
た
。

抽
象
化
に
基
づ
く
類
推
で
は
、
推
論
の
対
象
と
な
る
法
的
概
念
に
関
連

方



し
た
類
似
性
の
み
を
そ
の
探
索
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
所
与
の
類

似
性
の
関
連
性
を
決
定
す
る
た
め
に
、
現
在
は
左
記
に
示
す
定
義
を
採
用

し
て
い
る
。

『
候
補
類
似
性
か
ら
「
抽
象
的
知
識
」
が
形
成
さ
れ
る
と
き
、
ま
た
そ

の
と
き
に
限
り
候
補
類
似
性
は
所
与
の
概
念
に
関
連
し
た
類
似
性
を
定
め

る
色=

現
在
、
こ
の
方
式
の
計
算
機
実
装
を
進
め
て
お
り
、
来
年
度
以
後
、
専

門
家
に
供
し
、
そ
の
テ
ス
ト
を
受
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
り
、
シ
ス
テ
ム
と
推
論
方
式
の
改
良
を
行
う
と
同
時
に
、
法
的
類
似
性

判
断
の
検
証
の
た
め
の
支
援
ツ

l
ル
に
ま
で
高
め
て
い
け
れ
ば
望
外
の
喜

び
で
あ
る
。
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